
まちづくり市民会議 第６回定例会議事録 
 

■日 時  ２００８年７月２５日（金） 午後６時３０分～午後８時４５分 

■場 所  太田市役所 １０階 政策推進会議室 

■出席者  福島会長、浦野委員長、西村委員長、相沢委員長、森尻副委員長、 

      荒井、内田、神谷、栗原、後藤、境野、高橋、早川（委員 13 名） 

      小林企画政策課長、田中課長補佐、奥川係長代理（市３名） 

       ※欠席委員５名 田部副会長、宮越副委員長、天笠、佐々木、原澤 

  
【概要】 
１．会議の目的 
 ・各小委員会における議論の内容を理解し共有する。 
 ・質問や意見を述べ合い、今後における議論の糧にする。 
 ・全体で議論を必要とする事項について、各委員が提案し方向づけをする。 
 ・まちづくり基本条例の変更案について、各委員の了承を得る。 
 ・全体のスケジュールに対して進捗管理を行い、必要に応じて修正する。 
 
２．会議の内容 

（１）小委員会の実施状況について 

 ●各小委員会の報告 

・平成２０年４月から７月までに各小委員会で議論した事項について、委員長が要

旨を作成・配付して報告し、必要に応じて副委員長が捕捉説明を行った。 

 ・第１小委員会の『安全・安心・快適でコンパクトなまちづくり』で、“人口密度

の低い郊外の地域などは農業を中心としたまちづくりとする”という考え方に対

し、人口密度が低い地域でも農業従事者は少なくなっているため、その点につい

て配慮してほしいとの意見が出された。 

 ・市内全域に利便性を持たせるのは困難である。 

・地域拠点や生活拠点の空洞化が問題であるため、人口密度の高い地域は「商店」 

「医療機関」「行政機関」などをバランスよく配置する必要がある。 

・後継者不足により農家は農地を持て余しており、所有する農地の開発を行政に依

頼してくる状況があるため、この点についても問題があると思われる。 

・第２小委員会の『ＣＯ2削減』で、“一般家庭の対応が遅れている”という考え方

に対し、ＣＯ2を排出するのは殆どが企業であり、一般家庭にＣＯ2削減を要求す

るのは困難であるとの意見が出された。 

・一般家庭においても運輸部門でＣＯ2 の排出が増加している。車の利用が増えて

いるのが原因ではないか。 

・市民自らがＣＯ2の排出を抑制しようとする姿勢が大切である。 

・第３小委員会においては、まちづくり基本条例の見直しにあたり『地球温暖化防

止策の規定追加』の提案については、環境基本条例が既に施行されているため、

条例変更の答申はせず、まちづくりの提案（提言書）に留めることとした。 



●まちづくり基本条例の一部変更の答申書（案）について 

・第３小委員会において、まちづくり基本条例の見直しを検討してきたが、第２２

条第１項「コミュニティの役割」の規定に、『地域の中に組織された町内会活動

に参加する』旨の文言を追加する結論を出した。 

・現在の修正案では表現が分かりづらいため、別に項を設けた修正方法があるなど

の意見も出された。 

・条項を追加するのは、市民を取り巻く社会経済情勢など大きな変化がないと困難

であると判断したため、今回は文言の追加に留めてある。 

・事務局（市）は、事前に答申書（案）を確認したが、条文の改正案は修正してい

ない。 

・市ではありのままの答申書に対して、回答をする予定である。 

・結果として、現行の答申書（案）で８月２０日（水）に市長に答申を行うものと

する。 

 

（２）関係課との意見交換会について 

 ・冒頭、会長より第 1・2・3各小委員会全ての意見交換会概要と私見について、配

布資料にて説明があり、その後各委員よりの感想等の発言があった。 

 ・区長会を担当する地域総務課とは、提言書をまとめる段階で再度、意見交換が必

要であると感じた。 

 ・都市計画マスタープランを取りまとめる都市計画課と関係する課とも意見交換が

必要である。 

 ・市の環境問題に関する取組みは、エネルギー問題については積極的であるが、自

然環境の保全については消極的である。 

 ・オンブズマン制度については、行政審査制度や行政効率化委員会、市長縁台トー

クなどの説明があったが、公募された市民が参加した監視制度を設置できるかが

重要である。 

 ・まちづくりの知識などに関して行政の職員と比較すると、本会議の委員を含めた

一般市民は素人である。 

 ・しかし、素人の考え方を重視するべきであり、「市民の目線＝素人」である。 

 ・行政と市民の温度差をなくすような活動が必要である。 

 

（３）その他 

 ・各小委員会では提言書作成の具体的な作業に入るため、委員長は提言書の叩き台

を作成する。 

 ・各委員は意見がある場合、提言書作成票を事前に事務局へ提出する。 

 

 

 ※小委員会のお知らせ 

  【第１】８月７日（木） 【第２】８月１２日（火） 【第３】８月２０日（水） 

    時間：午後６時３０分～ 場所：太田市役所１０階 政策推進会議室 

 


